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第3章　刑事手続への関与拡充への取組
1　刑事に関する手続への参加の機会を
拡充するための制度の整備等（基本法
第18条関係）
○　主な取組
・刑事の手続等に関する情報提供の充実

【施策番号128】
法務省においては、被害者参加制度や

少年審判の傍聴制度等、犯罪被害者保
護・支援のための諸制度について分かり
やすく解説した犯罪被害者等向けパンフ
レット「犯罪被害者の方々へ」を作成し、
検察庁において犯罪被害者等から事情聴
取をする際に手渡すなどしているほか、
各種イベントで配布するなどしている。
また、同パンフレットは、法務省及び検
察庁ウェブサイトにも掲載している。

さらに、犯罪被害者等向けDVD「も
しも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」
を作成し、これを全国の検察庁に配布し
て、犯罪被害者等に対する説明に利用し
ているほか、YouTube 法務省チャンネ
ルで配信している。
・　法務省ウェブサイト「犯罪被害者の

方 々 へ 」：（http://www.moj.go.jp/
keiji1/keiji_keiji11.html）

・　法務省チャンネル「もしも…あなた
が犯罪被害に遭遇したら」：（https://
www.youtube .com/watch？v＝
lXmgyAoEM9E）

犯罪被害者等向けパンフレット

提供：法務省

警察においては、「被害者の手引」の
内容を充実させている。

被害者の手引
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3. 犯罪被害者支援のための具体的施策3. 犯罪被害者支援のための具体的施策3. 犯罪被害者支援のための具体的施策3. 犯罪被害者支援のための具体的施策

刑事手続の概要と捜査へのご協力のお願い

刑事手続、捜査状況の情報に関する制度等

被害者等に対する支援要員制度

裁判で利用できる制度

安全の確保に関する制度

経済的支援や各種支援・福祉制度

精神的被害の支援

各種相談機関・窓口

自動車損害賠償責任保険等の自動車保険制度や
自動車損害賠償保障事業等についての情報

被害者の手引の作成・配布

被害者の手引（交通事故・事件用）
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3. 犯罪被害者支援のための具体的施策3. 犯罪被害者支援のための具体的施策3. 犯罪被害者支援のための具体的施策3. 犯罪被害者支援のための具体的施策

刑事手続の概要と捜査へのご協力のお願い

刑事手続、捜査状況の情報に関する制度等

被害者等に対する支援要員制度

裁判で利用できる制度

安全の確保に関する制度

経済的支援や各種支援・福祉制度

精神的被害の支援

各種相談機関・窓口

自動車損害賠償責任保険等の自動車保険制度や
自動車損害賠償保障事業等についての情報

被害者の手引の作成・配布
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第3章　刑事手続への関与拡充への取組　

【施策番号129】
都道府県警察では、それぞれの実情に

応じて、英語、中国語等の外国語版の
「被害者の手引」を作成・配布するなど
の適切な対応を行っている。

被害者の手引（外国語版）
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3. 犯罪被害者支援のための具体的施策3. 犯罪被害者支援のための具体的施策3. 犯罪被害者支援のための具体的施策

刑事手続の概要と捜査へのご協力のお願い

刑事手続、捜査状況の情報に関する制度等

被害者等に対する支援要員制度

裁判で利用できる制度

安全の確保に関する制度

経済的支援や各種支援・福祉制度

精神的被害の支援

各種相談機関・窓口

自動車損害賠償責任保険等の自動車保険制度や
自動車損害賠償保障事業等についての情報

被害者の手引の作成・配布

▶ 性犯罪に対処するための刑法の一部改正

平成29年６月、刑法の一部を改正する法律が成立し、同年７月から施行された。
刑法（以下このコラムにおいて、改正前の刑法を「旧法」、改正後の刑法を「新法」という。）

における性犯罪の罰則については、明治40年の制定以来、基本的に維持されてきたところ、今
回の改正は、近年における性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処ができるようにす
るため、110年ぶりに性犯罪の罰則等が大きく改正されたものであり、その概要については、
次のとおりである。

1　強姦罪等の非親告罪化
旧法においては、強姦罪、強制わいせつ罪等の性犯罪については、親告罪とされ、被害者の

告訴がなければ起訴することができなかった。その趣旨は、加害者が起訴され、裁判になるこ
とによって被害者のプライバシー等が害されるおそれがあることから、被害者の告訴がなけれ
ば起訴することができないこととすることにより被害者の意思を尊重するためであると考えら
れていた。
しかし、被害者等からのヒアリングによれば、「被害者にとって告訴するかどうかの選択を

迫られているように感じられることがある」など、かえって親告罪であることが被害者に精神
的な負担を生じさせている場合が少なくないと考えられた。
そこで、このような被害者の精神的負担を軽減するため、性犯罪について親告罪とする規定

が削除され、告訴がなくても起訴することができるように改められた。

２　強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等
○�　旧法では、「姦淫」、すなわち「性交」のみが強姦罪の処罰対象とされ、被害者も女性に
限られていた。
しかし、「性交」ではない「肛門性交」及び「口腔性交」についても、被害者にとって
は、濃厚な身体的接触を伴う性交渉を強いられるものであって、「性交」と同等の悪質
性・重大性があるものと考えられた。
また、被害を受けた者が被る身体的・精神的な苦痛は、性差によって異なるものではな
いと考えられた。
そこで、これらの行為について、「性交」と同様に重い類型の犯罪として処罰するとと

コラム3
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もに、被害者の性別は問わないこととされ、これに伴い、強姦罪の罪名が「強制性交等
罪」に改められた。
○�　旧法では、強姦罪の法定刑の下限が強盗罪より低いこと等から、強姦罪の法定刑の引上
げを求める指摘が多くなされていた。
そこで、このような状況や実際の事件の量刑傾向を踏まえ、新法では、強制性交等罪の
法定刑の下限が懲役３年から５年に、同罪に係る致死傷の罪の法定刑の下限が懲役５年か
ら６年に、それぞれ引き上げられた。

３　監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設
18歳未満の者は、一般に、精神的に未熟である上、生活全般にわたって自己を監督・保護し

ている監護者に経済的にも精神的にも依存している。そして、監護者が、このような依存・被
依存ないし保護・被保護の関係により生ずる「監護者であることによる影響力」があることに
乗じて18歳未満の者と性的行為をすることは、強制わいせつ罪又は強制性交等罪と同様に、こ
れらの者の性的自由ないし性的自己決定権を侵害するものであると考えられた。
そこで、このような事案の実態に即した対処を可能とするため、新法では、強制わいせつ罪

や強制性交等罪とは別に、これらを補充する規定として、暴行や脅迫がなされなかった場合
や、抵抗できない状態にあったとはいえない場合であっても、強制わいせつ罪又は強制性交等
罪と同じ法定刑で処罰することができる監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪が新設された。
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